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米国内でなされた発明を米国外で最初に特許出願するために 

foreign filing licenseの事前取得だけに留意すれば十分か？  
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１．はじめに 

  米国内でなされた発明は、基本的には、米国出願をファイルする前に、米国外の国に出願した

り、PCTに基づく国際出願をファイルしたりすることは認められません。米国外の国で特許出願

するためには、事前に“foreign filing license”を USPTOから取得しておくことが必要です（MPEP 

140 Foreign Filing Licenses参照）。なお、米国出願から 6ヶ月を経過した後、Secrecy Orderが発

せられない限り、許可なく外国へ出願することができます。 

 

上記の“foreign filing license”は、日々のプラクティスにおいて一般的にそれほど注意する必要は

ありません。米国内でなされた発明に関しファイルされた米国特許出願は、“foreign filing license”

を求める petitionを予め含むものとされ、filing receiptに許可が認められたことが記載されます。 

 

しかしながら、“foreign filing license”を取得せずに、米国内でなされた発明に関し米国出願をフ

ァイルする前に、外国に最初に出願したり、PCT に基づく国際出願をファイルした場合や、

“foreign filing license”を取得する前に、特許出願に関連する技術情報／データ等を輸出した場合、

出願人は、深刻な事態に直面することがあります。 

 

  “foreign filing license”を取得する場合、及び、特許出願に関連する技術情報／データ等を輸出

する場合、それぞれ留意すべき事項等について、以下に説明します。 
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